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行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
条
例
第
四
十
一
号

　
　
　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

　
　
　
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

  

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

別
表
第
一
の
一
の
項
、
別
表
第
二
の
一
の
項
及
び
十
四
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の
一
の
項
中
「
就
労
自
立

給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は
進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
地
方
行
政
機
関
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
二
号

　
　
　
大
分
県
地
方
行
政
機
関
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
大
分
県
地
方
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

大
分
県
地
方
行
政
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
二
条
第
二
項
の
表
の
大
分
県
税
事
務
所
の
項
の
所
管
区
域
の
欄
中
「
大
分
市
」
の
下
に
「
、
佐
伯

市
」
を
、
「
津
久
見
市
」
の
下
に
「
、
竹
田
市
、
豊
後
大
野
市
」
を
加
え
、
同
表
の
佐
伯
県
税
事
務
所
の

項
及
び
豊
後
大
野
県
税
事
務
所
の
項
を
削
る
。

　

（
大
分
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第 
二
条　

大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

 　

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
も
の
」
を
「
利
子
割
、
配
当
割
及

び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
県
民
税
並
び
に
法
人
の
県
民
税
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、

法
人
の
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規

定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
も

の
」
を
「
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
県
民
税
並
び
に
法
人
の
県
民
税
」
に
改

め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
法
人
の
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定

す
る
地
方
法
人
特
別
税
」
を
加
え
る
。

　

 　

第
十
条
中
「
県
税
事
務
所
」
の
下
に
「
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
県
税
事
務
所
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　
　

一 　

第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
を
受
け
て
大
分
県
税
事
務
所
の
長
が
県
税
に
係
る
徴
収

金
の
賦
課
徴
収
又
は
過
料
の
徴
収
を
行
う
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）　

大
分
県
税
事

務
所

　
　

二 　

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
県
税
事
務
所
の
長
が
他
の
県
税
事
務
所
の
長
に
徴
収
金
の
徴
収
の

六
八



平
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二

大
分
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引
継
ぎ
を
行
う
場
合　

当
該
他
の
県
税
事
務
所

　

 　

附
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
号
イ
⑵
及
び
第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
第
四
号
中
「
第
八
十
条
第
一
号

イ
」
を
「
第
百
四
十
七
条
第
一
号
イ
」
に
、
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
大
分
県
税
条
例
附
則

第
二
十
二
条
の
二
第
四
号
イ
⑵
及
び
第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
公

布
の
日
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
税
事
務
所
の
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分

県
税
条
例
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
を
受
け
た
県
税
事
務
所
の
長
が
行
っ
た
県
税
に
係
る

処
分
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
に
お
い
て
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
日
前
に
同
項
の
規
定

に
よ
る
委
任
を
受
け
た
県
税
事
務
所
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
県
税
に
係
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行

日
に
お
い
て
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税

条
例
第
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
を
受
け
た
県
税
事
務
所
の
長
が
行
っ
た

処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
任
を
受
け
た
県
税
事
務
所
の

長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
三
号

　
　
　
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
建
築
基
準
法
関
係
事
務
の
項
中

「

検
査
済
証
の

交
付
を
受
け

る
前
に
お
け

る
建
築
物
等

の
仮
使
用
認

定
申
請
手
数

料

一　
　

件

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

 

」
を

「

検
査
済
証
の

交
付
を
受
け

る
前
に
お
け

る
建
築
物
等

の
仮
使
用
認

定
申
請
手
数

料

一　
　

件

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円　

に
、

建
築
物
の
敷

地
と
道
路
と

の
関
係
の
建

築
認
定
申
請

手
数
料

一　
　

件

二
七
、
〇
〇
〇
円

」

「

仮
設
建
築
物

建
築
許
可
申

請
手
数
料

一　
　

件

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

」
を

「

仮
設
建
築
物

建
築
許
可
申

請
手
数
料

一　
　

件

 

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

（
大
分
県
建
築
審
査
会

の
同
意
を
要
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
一
六

〇
、
〇
〇
〇
円
）

」
に
改
め
、
同
表
の
住
宅
確
保

要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
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九
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八
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大
分
県
報
号
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（
条
例
）

公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
四
号

　
　
　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
　
　
例

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
五 

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
項
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
以
外
の
」
の
下
に

「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
で
き
る
」
を
「
で
き
、
第
一
項
第
三
号
ロ
の
主
任
生

活
相
談
員
に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
一
以
上
と

す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
の
下
に
「
又
は
指
定
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
第
二
百
三
十
九
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
第
二
百
二
十
七
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予

防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
の
事
業
を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
項

中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

養
護
老
人
ホ
ー
ム　

栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
条
例
第
四
十
五
号

　
　
　
大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
六
号

　
　
　
大
分
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
た
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
条
例
第
四
十
七
号

　
　
　
大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第 
一
条　

大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
の
高
等
学
校
の
部
の
大
分
県
立
竹
田
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
分
県
立
久
住
高
原
農
業
高
等
学
校

竹
田
市
久
住
町
大
字
栢
木
五
、
八
○
一
番
地
三
二

第
二
条　

大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
の
高
等
学
校
の
部
の
大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校
久
住
校
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。



平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

四

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
立
く
じ
ゅ
う
ア
グ
リ
創
生
塾
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
条
例
第
四
十
八
号

　
　
　
大
分
県
立
く
じ
ゅ
う
ア
グ
リ
創
生
塾
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

　

（
設
置
）

第 
一
条　

農
業
に
関
す
る
学
科
に
属
す
る
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
す
る
教
育
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
小

中
学
校
の
児
童
生
徒
等
の
農
業
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
次
代
の
農
業
を
担
う
人
材
を

育
成
し
、
も
っ
て
地
域
農
業
の
振
興
に
資
す
る
た
め
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十
条
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
立
く
じ
ゅ
う
ア
グ
リ
創
生
塾
（
以
下
「
創
生

塾
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

　

（
位
置
）

第
二
条　

創
生
塾
は
、
竹
田
市
久
住
町
大
字
有
氏
五
百
六
十
八
番
地
一
に
置
く
。

　

（
事
業
）

第
三
条　

創
生
塾
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
。

　

一　

農
業
に
関
す
る
学
科
に
属
す
る
高
等
学
校
の
生
徒
に
対
す
る
農
業
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

農
業
教
育
に
従
事
す
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

小
中
学
校
の
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
農
業
体
験
等
の
機
会
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
創
生
塾
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

　

（
職
員
）

第
四
条　

創
生
塾
に
、
所
長
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
。

　

（
委
任
）

第
五
条　

創
生
塾
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
条
例
第
四
十
九
号

　
　
　
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

別
表
の
大
分
県
大
分
中
央
警
察
署
の
項
中
「
季
の
坂
三
丁
目
」
の
下
に
「
、
東
原
一
丁
目
、
東
原
二
丁

目
、
東
原
三
丁
目
」
を
加
え
、
同
表
の
大
分
県
大
分
南
警
察
署
の
項
中
「
判
田
台
南
四
丁
目
」
の
下
に

「
、
田
尻
南
一
丁
目
、
田
尻
南
二
丁
目
」
を
加
え
る
。

第  

二
条　

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

別
表
の
大
分
県
大
分
東
警
察
署
の
項
中
「
京
が
丘
南
三
丁
目
」
の
下
に
「
、
横
尾
東
町
一
丁
目
、
横
尾

東
町
二
丁
目
、
横
尾
東
町
三
丁
目
、
横
尾
東
町
四
丁
目
」
を
加
え
、
同
表
の
大
分
県
大
分
南
警
察
署
の
項

中
「
田
尻
南
二
丁
目
」
の
下
に
「
、
椿
が
丘
一
丁
目
、
椿
が
丘
二
丁
目
、
雄
城
台
中
央
一
丁
目
、
雄
城
台

中
央
二
丁
目
、
上
宗
方
南
一
丁
目
、
上
宗
方
南
二
丁
目
、
上
宗
方
南
三
丁
目
、
雄
城
台
、
田
尻
東
、
田
尻

西
、
田
尻
中
央
、
田
尻
北
」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 
三
条　

大
分
県
県
営
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
中
「
大
分
市
大
字
牧
」
を
「
大
分
市
東
原
三
丁
目
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
中
第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平

成
三
十
一
年
一
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。


